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＜令和７年度 定期健康診断日程＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

＊４月 保健関係の提出物＊ 
配布物 対象 提出期限 

①保健調査票 ※押印欄に斜線が引いてある学年は、その上
から押印またはサインをお願いします。 

全員 ４月１４日（月） 
※①②⑤⑥については、 

１年生は入学説明会で 

配付済です。 

②結核検診問診票 
③運動器検診問診票 
④心臓検診問診票 １・４年生 
⑤災害共済給付制度加入申込書兼同意書 

１年生 
⑥すこやかノート（水色） 

                                 駒場小学校 保健室 
保健だより 

                                 令和 7 年 4 月８日 １号 

                                 ※おうちの人と読みましょう 

４月 
１１日（金） 身体・視力（６年生） 
１４日（月） 身体・視力（４年生、5 年生） 
１５日（火） 身体・視力（３年生、５・６・７・８組） 
１６日（水） 身体・視力（２年生） 
１７日（木） 身体・視力（１年生） 
２１日（月） 聴 力 検 査（５年、５・６・７・８組） 
２２日（火） 聴 力 検 査（２年生） 
２４日 (木)  尿 検 査 (1 回目)  

   聴 力 検 査（３年生） 
２５日（金） 聴 力 検 査（１年生） 
３０日（水） 内 科 検 診 (6 年生） 
 
５月 
 １日（木） 内 科 検 診（５年生） 

８日（木） 内 科 検 診（3 年生） 
１３日 (火)  尿 検 査（２回目） 
１４日（水） 内 科 検 診（４年生） 
１５日（木） 歯 科 検 診（全校） 
２７日 (火)  心 電 図（１・４年生）  
２８日（水） 内 科 検 診（2 年生） 
２９日（木） 内 科 検 診（１年、５・６・７・８組） 
 

＜身体計測・内科検診＞ 
体操服を着てきてください。 

＜身体計測＞ 
正確な計測をするために、髪を頭の上で結
んだり、ポニーテールにしたりするのはや
めてください。 

★尿検査セットを４月２３日（水）に配りま
す。翌日、忘れずに採尿して持ってきてく
ださい。 

歯科検診の日は、必ず朝の歯み
がきをして登校しましょう。 

聴力検査の前日には耳そうじ
をしましょう。 
※4・6 年生は検査しません。 

※学校でおこなわれる健康診断は、スクリーニ

ング検査です。病院では「異常なし」と診断さ

れることがあります。 



感染症による出席停止について 

学校感染症にかかり、医師がその必要があると判断した場合には、「出席停止」となります。登校する

際には、「治ゆ証明書」が必要です。ただし、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症については、

治ゆ証明書は不要です。 

豊田加茂医師会員の医療機関の場合、窓口で発行できます。文書料は市が負担します。豊田加茂医師会

員以外の医療機関の場合、学校で用紙を受け取るか、豊田市の HP から様式をダウンロードし、医療機関

に持って行ってください。この場合、文書料は保護者負担となります。 

 

 

 

 

 

 

＜主な感染症の出席停止期間＞ 

百日咳 
特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗菌性物質製
剤による治療が終了するまで 

麻しん（はしか） 解熱した後 3 日を経過するまで 
風しん（三日ばしか） 発しんが消失するまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発しんが痂
か

皮化するまで 

流行性耳下腺炎（おたふく） 
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過
し、かつ、全身症状が良好になるまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後 2 日を経過するまで 

インフルエンザ 発症した後 5 日、かつ解熱後 2 日を経過するまで 

新型コロナウイルス感染症 
発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経
過するまで  

結核 

症状により、学校医その他の医師において感染のおそれがな
いと認めるまで 

流行性角結膜炎 

急性出血性結膜炎 

腸管出血性大腸菌感染症 

髄膜炎菌性髄膜炎 

その他の感染症（溶連菌感染症） 適切な抗菌薬療法開始後 24 時間を超えてから 
※長期休業中の治ゆ証明書は必要ありません。授業日のみ必要となります。 

（例）8 月 25 日に発症して 8 月 31 日に治ゆした場合・・・必要なし 

    8 月 25 日に発症して 9 月 1 日（夏休み明けの授業日）に治ゆした場合・・・必要あり 

★☆新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備え、 

医療機関の対応が変わっています（R７.4.１現在）☆★ 

・豊田加茂医師会員の医療機関を受診 → 新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの治ゆ証

明書のみ発行されません。 

・豊田加茂医師会員以外の医療機関を受診 → すべての感染症の治ゆ証明書が発行されません。 


